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令和２年４月３日 

 

 

ひょうご消費者ネットと「みなと水道設備」こと「大和設備」こと和田怜氏 

との間の裁判上の和解について 

 

 

 消費者契約法第39条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．裁判上の和解の概要 

（１）事案の概要 

  本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット（以下

「原告」という。）が、消費者との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契

約を締結する「みなと水道設備」こと「大和設備」こと和田怜氏（以下「被告」とい

う。）に対し、被告が訪問販売の方法により工事請負契約を締結した消費者に対し、

消費者が電話で住居での作業を要請した場合で、被告が行った作業が電話で要請され

た作業の範囲を超えない場合は原則としてクーリング・オフの対象とならない旨の告

知をしている行為は、実際は、電話での作業要請によって、実際に締結された工事請

負契約が一律に特定商取引に関する法律第26条第６項第１号(※１)に定める適用除外の

規定に該当することはあり得ないことに反して不実のことを告げる行為といわざるを

得ず、被告は、同法第58条の18第１項第１号ロ（※２）の規定に係る同法第６条第1項

第５号（※３）の規定に掲げられたクーリング・オフに関する事項について、クーリン

グ・オフを妨げる目的で不実のことを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるこ

と等を理由として、同法第58条の 18第１項の規定に基づき、下記アからエまでの事

項を求めた事案である（平成 30 年８月３日付けで神戸地方裁判所に対して訴訟を提

起。下記ウ及びエについては、平成 31 年４月１日付けで訴えの追加的変更を申立

て。）。  

ア 被告は、被告との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契約を締結し

又は締結しようとする者に対し、当該契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げる

ため、当該契約について、特定商取引に関する法律第 26 条第６項第１号に当たら

ないにもかかわらず、同法第９条(※４)の適用がない旨を告げてはならないこと。 

イ 被告は、被告との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契約を締結し

た後、当該契約の申込みの撤回若しくは解除をし又はしようとする者に対し、そ
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の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為をしてはな

らないこと。 

ウ 被告は、被告との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契約を締結し

た者のうち、被告から別紙クーリング・オフ告知文言目録記載の各文言が記載さ

れた契約書面の交付を受けた者に対し、以下の事項を、本判決確定の日から７日

以内に、文書により通知すること。 

（1）被告が、被通知者に対し、別紙クーリング・オフ告知文言目録記載の各文言

が記載された契約書の交付をしたことは、クーリング・オフを妨げるためク

ーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げる行為を禁止する法律

の条項（特定商取引に関する法律第６条第１項第５号、同項第７号(※５)）に

違反していること。 

（2）被通知者は、通知受領時において、特定商取引に関する法律に基づき、上記

工事請負契約をクーリング・オフすることができること。 

（3）上記（1）（2）の通知は、原告と被告との間の本件訴訟における判決主文に

基づいて、被告の義務として行っていること。 

エ 被告は、原告に対し、本判決確定の日から 14 日以内に、前記ウの通知結果につ

き、通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付した文書により、

報告すること。 

 

（※１～５）特定商取引に関する法律 

（禁止行為） 

第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締

結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み

の撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら

ない。 

一～四 〔略〕 

五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該

役務提供契約の解除に関する事項（第九条第一項から第七項までの規定に関する事項（第

二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定

に関する事項を含む。）を含む。） 

六 〔略〕 

七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、

顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも

の 

２～４ 〔略〕 

（訪問販売における契約の申込みの撤回等） 

第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権

利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業

者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは
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役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした

者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権

利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合（営業所等において申

込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除

く。）若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しく

は特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその

購入者若しくは役務の提供を受ける者（以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」

という。）は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買

契約若しくは役務提供契約の解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。）を行

うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日（その日前に第四条の書面

を受領した場合にあつては、その書面を受領した日）から起算して八日を経過した場合（申

込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回

等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実

であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して

威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行

わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で

定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができ

る旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合）においては、

この限りでない。 

２ 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。 

３ 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの

撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 

４ 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転

が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。 

５ 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につ

き申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用さ

れ若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおい

ても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により

得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を

請求することができない。 

６ 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務

提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還し

なければならない。 

７ 役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につ

き申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の

提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提

供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずるこ

とを請求することができる。 

８ 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。 

（適用除外） 

第二十六条 〔略〕 

２～５ 〔略〕 

６ 第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。 

一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役

務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売 

二 〔略〕 
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７～10 〔略〕 

（訪問販売に係る差止請求権） 

第五十八条の十八 消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第二条第四項に規定する適格

消費者団体（以下この章において単に「適格消費者団体」という。）は、販売業者又は役務

提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又

は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若し

くは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防

に必要な措置をとることを請求することができる。 

一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しく

は役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実

のことを告げる行為 

イ 〔略〕 

ロ 第六条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 

ハ 〔略〕 

二 〔略〕 

三 売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込

みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為 

２ 〔略〕 

（注）上記の訴訟が提起された日現在の規定 

 

（２）結果 

令和元年 12 月 17 日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の

和解が成立した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット（法人番号1140005004477） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

「みなと水道設備」こと「大和設備」こと和田怜 

 

４．当該事案に関する改善措置情報（※）の概要 

なし 

（※） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止

若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた

場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規則第

14条、第28条参照）。 

以上 

 【本件に関する問合せ先】 

消費者庁消費者制度課  電話：03－3507－9165 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 
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（別紙） 

クーリング・オフ告知文言目録 

１ 【クーリング・オフについて】 

 １．お客様が、弊社にお電話等で住居での作業を要請された場合で、弊

社により行った作業が、お客様がお電話等で要請された作業の範囲

を超えない場合、原則として、契約の申込みの撤回または解除（以

下、「クーリング・オフ」といいます。）の対象となりません。 

２．お客様が、最初のお電話等での要請に加えて、追加または変更の要

請をお電話等で行った場合で、弊社により行った作業が、お客様が

お電話等で要請された作業の範囲を超えないときは、原則として、

クーリング・オフの対象となりません。 

３．弊社により行った作業が、お客様がお電話等で要請された作業の範

囲を超える場合（例えば、お客様がお電話で台所蛇口の水道の修理

を要請しお客様が追加または変更の要請電話等をされないで、台所

蛇口の交換に至った場合など）は、クーリング・オフの対象となり

ます。 

４．お客様が事業者で、その営業活動に関連して弊社に作業を依頼した

場合は、クーリング・オフの対象となりません。 
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５．３，０００円未満の現金取引である場合は、クーリング・オフの対

象となりません。 

２ 【クーリング・オフについて】 

１．弊社により行った作業が、お客様がお電話等で要請された作業の範

囲を超える場合（例えば、お客様がお電話で台所の水漏れの修理を

要請し、その修理のために弊社が来訪した際に、台所の水漏れ以外

に、台所のリフォームを新たに勧誘して、台所のリフォームに至っ

た場合など）は、契約の申込みの撤回または解除（以下「クーリン

グ・オフ」といいます。）の対象となります。 

２．お客様が、弊社にお電話等で住居での作業を要請された場合で、弊

社により行った作業が、お客様がお電話等で要請された範囲を超え

ない場合〔来訪した際に十分に説明させて頂きますが、例えば、ト

イレの詰まりの修理を要請し、その修理のために弊社が来訪した際

に、弊社による調査の結果、トイレの詰まりの原因が排水管内の汚

物等の詰まりにあり、排水管内の汚物等を除去しないとトイレの詰

まりが解消しない場合、排水管内に汚物等を除去するためにする作

業は、お客様がお電話等で要請された作業（トイレの詰まりの修
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理）の範囲内と評価されることもあります。〕、クーリング・オフ

の対象とならない場合があります。 

３．お客様が事業者で、その営業活動に関連して弊社に作業を依頼した

場合には、クーリング・オフの対象となりません。 

４．３０００円未満の現金取引である場合は、クーリング・オフの対象

となりません。 
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和 解 条 項 

 

１ 被告は、被告との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契約

を締結し又は締結しようとする者に対し、当該契約の申込みの撤回若し

くは解除を妨げるため、当該契約について、特定商取引に関する法律第

26条第６項第１号に当たらないにもかかわらず、同法第９条の適用が

ない旨を告げない。 

２ 被告は、被告との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契約

を締結した後、当該契約の申込みの撤回若しくは解除をし又はしようと

する者に対し、その申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して

困惑させる行為をしない。 

３ 原告は、その余の請求を放棄する。 

４ 訴訟費用は、各自の負担とする。 

以上 

 

 

別添 


